
３１ 

議第４号 

 

   公聴会参加者等の実費弁償条例の一部を改正する条例について 

 

 公聴会参加者等の実費弁償条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

  平成２５年２月２７日提出 

 

                           高山市長  國 島 芳 明    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 地方自治法の改正に伴い改正しようとする。 

 

 



３２ 

   公聴会参加者等の実費弁償条例の一部を改正する条例 

 公聴会参加者等の実費弁償条例（昭和２８年高山市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

第２条 法第７４条の３第３項及び第１００条

第１項の規定により出頭した選挙人その他の

関係人、法第１０９条第６項及び第１１０条

第５項の規定により出席した参考人、法第１

９９条第８項の規定により出頭した関係人並

びに法第１０９条第５項及び第１１０条第５

項の規定による公聴会に参加した者に対して、

実費弁償を支給する。 

第２条 法第７４条の３第３項及び第１００条

第１項の規定により出頭した選挙人その他の

関係人、法第１１５条の２第２項（法第１０

９条第５項において準用する場合を含む。）の

規定により出席した参考人、法第１９９条第

８項の規定により出頭した関係人並びに法第

１１５条の２第１項（法第１０９条第５項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による公

聴会に参加した者に対して、実費弁償を支給

する。 

附 則 

この条例は、平成２５年３月１日から施行する。 

  

 


